
 - 1 - 

 

 

 

 

令和５年度 

 

 

 

 

 

２月定例教育委員会 

 

 

 

会  議  録 

 

（公  開） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年２月８日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 2 - 

１ 開 会 １４時００分 

教育長から、｢議題第 29号｣及び「議題第 30号」、「議題第 31号」、

「議題第 32号」、「議題第 33号」については、後日公表されるもの

であることから、非公開での審議が適当である旨の提案がなされ、出

席者全員で異議なく決定した。 

 

２ 前回の会議録の承認 

教育長から、令和５年度１月定例教育委員会の公開部分の会議録の

承認について諮られ出席者全員で異議なく承認した。（一部訂正内容

についても承認） 

 

３ その他 

  

◎ その他① 市町村立学校の設置・廃止等について 

 

 義務教育課長 

（資料に沿って説明）  

    説明は以上です。 

 

  教育長 

   この件に関して、御意見、御質問等ありませんか。 

 

  島原委員 

   美郷南学園については、統合によって設備はそのまま使用すると

いうことですが、余った教室や設備は出てこないのでしょうか。ま

た、施設等の活用方法に変化はないのでしょうか。 

   あわせて、児童生徒の通学方法はどうなるのか教えてください。 

 

  義務教育課長 

   これまでも美郷南学園は、施設一体型の小中一貫校でしたので、

ハード面については変わりがなく、ソフト面については、教職員が

義務教育学校に赴任するという意識の変化が出てくると思われま

す。例えば、中学校の先生が小学校の授業を見たり、小学校の高学

年の段階から教科担任制を取り入れたりするなどの取組ができる

のではないかと期待しております。 

   通学についても、これまでどおりです。 

     

   教育長 

南郷小学校と南郷中学校を小中一貫校にする際に、小学校と中
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学校のどちらに寄せたのですか。 

 

義務教育課長 

中学校に寄せております。 

 

教育長 

つまり、中学校にすでに小学校と中学校がある形で小中一貫校

があり、学校の名称が変わっただけで校舎は変わらないというこ

とであります。 

 

教育長 

   よろしいですか。 

それでは、この件については、これで終わります。 

 

◎ その他② 宮崎県「教育の情報化」推進プランについて 

 

 教育政策課長 

（資料に沿って説明） 

    説明は以上です。 

 

  教育長 

   この件に関して、御意見、御質問等ありませんか。 

 

  栁委員 

   ５ページの４⑵②次期校務支援システムへの移行については何

年くらいという目途があるのでしょうか。 

 

  教育政策課長 

   次期校務支援システムについては、令和８年度に移行する方向で

進めているところであります。 

 

  栁委員 

   ６ページの取組指標の４に、他校種の教員が参観した学校の割合

が出てきていますが、学校間連携推進の一つとして、校種を超えた

授業参観を県として考えているのか、それとも学校に任せているの

かについて教えてください。 

 

  教育政策課長 

   エリアミーティングにおいて、ＩＣＴ活用に関する優良事例を横
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展開していくことが重要であると考えておりますので、これについ

ては県が段取りをしているところであり、次年度以降も行っていく

予定であります。 

   この他、学校独自に自発的に行っているものもあると聞いており

ます。将来的にいつでも学校間のやりとりができるようにしていき

たいと考えております。 

   また、５ページの２に記載している教職員の共通ドメインのアカ

ウントを配付することで、広く県内の学校とのやりとりができるよ

うにしておりますので、授業を参観しやすい体制整備を今後も進め

ていきたいと考えております。 

 

  松山竜也委員 

   「教育の情報化」推進プランについて、３回の改訂委員会を行い、

丁寧に且つスピーディーに検討していただいていることがありが

たいです。ＩＣＴの積極的な活用により、個別最適な学びや協働的

な学びが充実され、今後、大学入試共通テスト等で追加される「情

報」への取組の充実が期待されると思います。 

   一方で、気になるのは、児童生徒のデジタルリテラシーの教育の

浸透度や、外部者による不正アクセス等により個人情報が流出して

いることです。６ページに記載されている令和９年度の目標値が

87％の指標もありますので、少しでも早く 100％へしていただきた

いと考えております。 

 

  教育政策課長 

   情報モラル教育に関わる内容については、GIGA スクールが出た

段階で大きな柱の一つとしてされてきました。５ページに、「GIGA

ワークブックみやざき」の活用と記載しておりますが、これは小学

校下学年と小学校上学年、中学校・高等学校の３つに分かれて構成

されており、例えば、「こういうことをすると人は嫌な思いをする」

や、「いろいろな情報の中から正しい情報を取り出す方法」等を分

かりやすく整理したものになっております。 

   今年度から各学校へ周知し、児童生徒への情報モラル教育におい

て活用を進めているところであります。 

 

  松山竜也委員 

   オンラインでのデジタル痕跡の重大さや、インターネットを介し

て生成されるデータ全般を理解していくために、年齢に応じた表現

でワークブックを作られているということを理解いたしました。 
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  松山郁子委員 

   ５ページの基本目標の前提となる留意すべき視点が、推進項目に

どのように反映されているのか教えてください。  

 

  教育政策課長 

   推進項目については具体的な取組を整理したところであります

が、改訂委員会において、向かう姿勢がこの４項目では分かりにく

いという御意見を委員から受けました。例えば、「ＩＣＴを使うこ

とが目的となっているのではないか」という御意見がありましたの

で、16ページ及び 17ページに基本的な考え方を記載いたしました。

そこには、ＩＣＴを使う、使わない関係なく、教育振興基本計画に

ある「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」という

大きな方針が前提にあり、そして、学びに向かう姿勢として「ひな

たの学びの推進」があるということを記載しております。 

特に、ＩＣＴ関連で留意すべき事項を 17ページに記載しており、

ＩＣＴは目的ではなく、１つの道具であるとしております。これま

で行ってきた教育実践とＩＣＴを掛け合わせることで、より授業改

善につなげていくために留意すべき視点としてまとめております。 

推進項目については、留意すべき視点に具体的につながっている

ものではありませんが、例えば、推進項目１の「ＩＣＴを活用した

児童生徒の資質・能力の育成」では、ＩＣＴの強みを最大限に生か

した授業改善が留意すべき視点にある、児童生徒の資質能力を高め

るためにＩＣＴを活用するという部分とつながっているところで

あると考えております。 

また、推進項目２から４については、授業改善に向けた教職員の

ＩＣＴ活用指導力の向上や、ＩＣＴを活用するための環境整備、そ

して、県内全域で取り組んでいくための推進体制の整備として整理

しております。 

 

  松山郁子委員 

   推進プランなので、基本的な目標と留意すべき視点がつながって

いないと、留意点が生かされないのではないかと思います。教育政

策課長が言われたことを説明として明記してみてはどうでしょう

か。 

 

 教育政策課長 

  広く周知する際には、概要を１枚にまとめて作成することになる

と思いますので、分かりやすく整理して提示したいと思います。 

 



 - 6 - 

 松山郁子委員 

  具体的に分かった方がよいと思いますので、是非よろしくお願い

いたします。最終目標が何か分かった方がよいと思いますので、留

意すべき視点の２「ベストミックスを生み出すＩＣＴ活用」と、３

「令和の日本型学校教育の実現に向けたＩＣＴ活用」については、

今までの教育を基に、アナログとデジタルのミックスと理解してい

ますが、留意すべき視点の２と３の違いを教えてください。 

 

 教育政策課長 

  確かに留意すべき視点の２と３はよく似ていると思います。３の

令和の日本型教育については、個別最適な学びと協働的な学びを一

体的に進めるという、国が進める大きな理念として記載しておりま

す。 

  ２については、これまでこれがよいと進めてきた教育実践があり

ますが、そこにＩＣＴの特徴を加えれば、よりよい授業が実現する

のではないかという考えで記載しております。 

  つまり、２については、今までの授業にＩＣＴを使ってよりよく

しましょう、３については、国が進める大きな理念に沿って、ＩＣ

Ｔを積極程に活用しましょうということで、分けて記載しておりま

す。 

 

 教育長 

  教育委員からいただいた御意見は、この推進プランをどうやって

学校現場で活用してもらえるかということに関わってくると思い

ます。留意すべき視点１は、推進項目１と関わっており、留意すべ

き視点２のベストミックスは、推進項目２に関わり、留意すべき視

点３の令和の日本型教育の実現は、推進項目１から４に関わるもの

だと思います。改めて、関連を整理して議会等にも伝えていく必要

があると思います。 

  本県の推進プランの特徴としましては、情報モラルの件を小学校

の下学年と上学年、中・高生の３つに分けてワークブックとしてま

とめて作成したことが挙げられます。 

もう一方で、エリアミーティングにおいて、県内の小学校、中学

校、高等学校、特別支援学校の担当者が集まって話し合い、小学校

の学びが中学校に分かったり、中学校で学習したことが高校でどう

生きるかということが分かったりして、教員の学びにおいても意義

があり、その学校だけで悩んでいたことが共有できるということ

も、本県の特徴の１つだと思います。 

 ６ページの取組状況の確認の４「ＩＣＴの活用に関する授業公開
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に他校種の教員が参観した割合」については、はじめに県が仕組み

を示して、その後、市町村が自走し始めるという考え方もあると思

います。はじめはモデル校で実践したことを参観してもらい、徐々

にモデル校を増やしていくなど、この部分の回答についても準備が

必要だと思います。今後、伝え方を検討してほしいと思います。 

 

 教育政策課長 

  留意すべき視点がどこにつながっているのか分かるように見せ

る工夫をしていきたいと思います。 

 

 島原委員 

  全体像がぼやかされている感じがします。ＩＣＴの活用ありきで

書かれている感じがします。現行の教育実践に加えてＩＣＴを活用

してできることを整理してまとめる必要があると思います。ＩＣＴ

は情報へのアクセスがいつでも誰でもできるということや、部分的

な理解だけではなく全体的に捉えられるといったメリットがある

と思いますので、教育とどうつながるかを明らかにできるとよいと

思います。企業においても欠けていた部分があると思いますので、

ＩＣＴの導入によって改善できることも出てくると思います。 

  ＩＣＴはデータをどう分析して活用するということが大事だと

思いますので、その視点はもっておくべきだと思います。 

  

 教育政策課長 

  ＩＣＴの特徴として、時間的・空間的な制約を超えて、やり取り

が可能であるということが挙げられます。また、双方向にコミュニ

ケ―ションをとれるということや、アウトプットをする際に、カス

タマイズを子どもでも行いやすいということが挙げられます。 

  そういった特徴を表現することが不足しています。例えば、支援

を要する児童生徒にこういったＩＣＴ活用が有効であることや、不

登校の児童生徒の対応も含め、本文に含めているつもりですが、ま

だ分からない部分があると思います。こういった特徴を生かして、

こう活用するということが分かるように記載していきたいと思い

ます。 

  また、教育データの利活用については、学習履歴や教員の指導履

歴など、ばらばらに使っているものをより効果的に使えるようにし

ていきたいと考えております。教育データをどのように活用してい

くのか研究していきたいと思います。 
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島原委員  

推進プラン 18ページのベストミックスの一覧に、ＩＣＴが加わる

ことで何がどう変わるのかということがわかるとよいなと思いま

す。また、データの解析については、データを集めるだけではなく

考察するということが教育では必要になると思います。 

 

教育長 

  今の御指摘はデータサイエンスに関わるものであり、すでに取り

組み始めている学校もありますし、高等学校の「情報Ⅰ」だけでは

なく「情報Ⅱ」まで授業が進むなかで、更に深まっていくものであ

りますので、今後、高校教育課が学校と連携しながら、こういった

学びを進めていくことを検討しているところであります。 

 

木村委員 

  ６ページの「１人１台端末を家庭で利用できるようにしている学

校の割合」という取組指標の令和９年度の目標値が 75％になってい

ますが、他の目標値は 100％になっているなか、なぜ低い設定にな

っているのか教えてください。 

   

  教育政策課長 

   最終的には 100％を目指していきますが、全国的に見ましても持

ち帰りのリスクの整理が問題になっておりまして、トップレベルの

東京都の中学校では 75％であり、全国平均では、小学校が 28.９％ 

中学校が 38.2％となっており、本県はその数値を下回っている状

況であります。まずは、トップレベルの東京都を目指すという意味

で、75％に設定したところです。    

     

   教育長 

   よろしいですか。 

 

それでは、この件については、これで終わります。 

 

◎ その他③ 教育委員の県外視察について 

 

 島原委員・栁委員 

（資料に沿って説明） 

    説明は以上です。 

 

 



 - 9 - 

  教育長 

御報告ありがとうございました。 

 

   それでは、この件については、これで終わります。 

 

他に何かありますか。 

   

◎ 次回会議の日程等について 

 

教育長 

それでは、次回定例会は、３月 13日、水曜日、14時からとなっ

ておりますのでよろしくお願いします。 

      

      これより後、会議冒頭の決議により非公開とします。 

      傍聴者の方は、御退席をお願いします。 

      暫時休憩とします。                  

                          （１５：０８） 


